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(57)【要約】
【課題】ユニオンナットの含まれた管継手による噴管接
続部を有する液体噴霧杆を、噴管の予期せぬ回転が確実
に阻止されてノズルの向きが設定方向に維持されるもの
にすることを課題としている。
【解決手段】ユニオンナット５ａ、ニップル５ｂ、シー
ルパッキン５ｃを組み合わせた管継手５で噴管３の後端
外周の鍔３ａを接続相手側の管側に引き寄せて前記噴管
３を接続相手の管に接続する液体噴霧杆を、前記噴管３
と前記ニップル５ｂがテーパのソケット５ｄとそのソケ
ット５ｄに挿入されるテーパの環状プラグ５ｅを対応し
た位置に具備し、前記ユニオンナット５ａの締めつけに
より、前記シールパッキン５ｃが圧縮され、同時に前記
環状プラグ５ｅが前記ソケット５ｄに圧入されるものに
した。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続相手側の管の外周に液密に取り付けられるニップル（５ｂ）と、ノズル（４）を有
する噴管（３）の後端外周の鍔（３ａ）に係合させて前記ニップル（５ｂ）に螺合させる
ユニオンナット（５ａ）と、前記ユニオンナット（５ａ）の端壁と前記ニップル（５ｂ）
との間に介在するシールパッキン（５ｃ）を組み合わせた管継手（５）を有し、その管継
手（５）で前記鍔（３ａ）を接続相手側の管側に引き寄せて前記噴管（３）を前記接続相
手側の管に接続する液体噴霧杆であって、
　前記噴管（３）と前記ニップル（５ｂ）が、テーパのソケット（５ｄ）とそのソケット
（５ｄ）に挿入されるテーパの環状プラグ（５ｅ）を対応した位置に具備し、前記ユニオ
ンナット（５ａ）の締めつけにより、前記シールパッキン（５ｃ）が圧縮され、同時に前
記環状プラグ（５ｅ）が前記ソケット（５ｄ）に圧入されるように構成された液体噴霧杆
。
【請求項２】
　最先端の噴管（３）と杆の根元側の導管（６）との間に介在される前から数えて２番目
の噴管（３）を具備し、前記前から数えて２番目の噴管（３）の前記導管（６）に対する
接続部と前記最先端の噴管（３）の前記前から数えて２番目の噴管（３）に対する接続部
の双方に前記テーパのソケット（５ｄ）とそのソケット（５ｄ）に挿入されるテーパの環
状プラグ（５ｅ）を備えた管継手（５）を備える請求項１に記載の液体噴霧杆。
【請求項３】
　前記テーパのソケット（５ｄ）が前記ニップル（５ｂ）に、前記テーパの環状プラグ（
５ｅ）が前記鍔（３ａ）を有する噴管（３）にそれぞれ一体に形成された請求項１又は２
に記載の液体噴霧杆。
【請求項４】
　前記テーパのソケット（５ｄ）が前記鍔（３ａ）を有する噴管（３）に、前記テーパの
環状プラグ（５ｅ）が前記ニップル（５ｂ）にそれぞれ一体に形成された請求項１又は２
に記載の液体噴霧杆。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液体散布装置の液体噴霧杆、詳しくは、ユニオンナット（袋ナット）を締
めつけて締結力を発生させる管継手を用いて噴霧用のノズルを有する噴管が杆本体の根元
側導管などに接続された液体噴霧杆に関する。
　なお、この発明では、カート式の液体散布装置などに利用されるブームノズルも液体噴
霧杆と考える。
【背景技術】
【０００２】
　薬剤や水の散布を行う液体散布装置の中に、下記の液体噴霧杆を備えたものがある。そ
の液体噴霧杆は、ノズルを有する噴管がユニオンナットを締めつけて締結力を発生させる
管継手を用いて接続相手の噴管や導管に接続されている。
【０００３】
　管継手によって噴管が接続相手の噴管や導管に接続された液体噴霧杆の従来品の一例を
図７に示す。
【０００４】
　図示の液体噴霧杆１Ａは、杆本体２の最先端（図中右端）の噴管３を前から数えて２番
目の噴管３に管継手５Ａを用いて連結し、さらに、前から数えて２番目の噴管３を杆本体
２の根元側の導管６に管継手５Ａを用いて連結している。２個ある噴管３は、どちらも液
体を霧化して所定の向きに噴出するノズル４を有する。
【０００５】
　管継手５Ａは、ユニオンナット５ａ、導管６の先端外周と前から数えて２番目の噴管３
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の先端外周にそれぞれ液密に取り付けられるニップル５ｂ及びシールパッキン５ｃを組み
合わせたものであって、最先端の噴管３については、ユニオンナット５ａを噴管３の後端
外周に形成された鍔３ａに係合させ、そのユニオンナット５ａをニップル５ｂに螺合させ
て最先端の噴管３を前から数えて２番目の噴管３に連結し、同時に、ユニオンナット５ａ
の端壁とニップル５ｂとの間に介在されたシールパッキン５ｃを圧縮して接続部のシール
を行っている。
【０００６】
　前から数えて２番目の噴管３の導管６に対する接続も上記と同様にして行われている。
なお、導管６との接続に利用されている図示の管継手５Ａは、ニップル５ｂとして異径ニ
ップルが採用されている。
【０００７】
　なお、下記特許文献１には、管継手５Ａと類似の管継手を用いて噴管につながれた管を
基端側の導管に水密に接続した切換ノズルが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－１７４９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　図７に示したような液体噴霧杆や特許文献１に記載された切換ノズルは、振動やシール
パッキンの経時劣化などにより、シールパッキンとそのシールパッキンを挟みつけている
噴管の端部の鍔との接触面に働く摩擦抵抗が減衰して噴管が自然に回転し、ノズルの向き
が変化することがある。
【００１０】
　薬剤などの散布効果を考えると、ノズルの向きの予期せぬ変化は好ましくない。なお、
ユニオンナットとそれを係合させる噴管の鍔を非円形嵌合させて噴管の回転を防止する方
法は、ノズルの向きがユニオンナットによって規制されるためノズルの向きの設定が難し
く、設定後の向きの変更も許容されない。
【００１１】
　そこで、この発明は、ユニオンナットの含まれた管継手による噴管接続部を有する液体
噴霧杆を、噴管の予期せぬ回転が確実に阻止されてノズルの向きが設定方向に維持される
ものにすることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するため、この発明においては、接続相手側の管の外周に液密に取り
付けられるニップルと、ノズルを有する噴管の後端外周の鍔に係合させて前記ニップルに
螺合させるユニオンナットと、前記ユニオンナットの端壁と前記ニップルとの間に介在す
るシールパッキンを組み合わせた管継手を有し、その管継手で前記鍔を接続相手側の管側
に引き寄せて前記噴管を前記接続相手側の管に接続する液体噴霧杆を以下の通りに構成し
た。
【００１３】
　即ち、前記噴管と前記ニップルが、テーパのソケットとそのソケットに挿入されるテー
パの環状プラグを対応した位置に具備し、前記ユニオンナットの締めつけにより、前記シ
ールパッキンが圧縮され、同時に前記環状プラグが前記ソケットに圧入されるものにした
。
【００１４】
　この液体噴霧杆は、最先端の噴管と杆の根元側の導管との間に介在される第２の噴管を
具備するものについては、前記第２の噴管の杆の根元側の導管に対する接続部のみ又は最
先端の噴管の第２の噴管に対する接続部のみに前記テーパのソケットとテーパの環状プラ
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グを設ける構造も有効である。
【００１５】
　ただし、直列に繋がれる噴管が２個以上ある液体噴霧杆については、全ての噴管の接続
が同一構造の管継手を用いて行われ、それぞれの接続部において前記ユニオンナットの締
め付けにより、前記シールパッキンが圧縮され、同時に前記環状プラグが前記ソケットに
圧入される構造にするのが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明の液体噴霧杆は、噴管と管継手のニップルが、テーパのソケットとテーパの環
状プラグを対応した位置に具備しており、ユニオンナットを締め付けることで前記環状プ
ラグが前記ソケットに圧入される。
【００１７】
　これにより、環状プラグとソケットの嵌合面に大きな摩擦力が発生し、その摩擦力によ
って噴管の予期せぬ回転が確実に阻止される。
【００１８】
　また、環状プラグとソケットは、任意の相対回転位置で嵌合させることができるため、
ノズルの向きの設定が簡単に行える。さらに、ソケットに圧入された環状プラグの抜き取
りもユニオンナットの推力を利用して簡単に行え、噴管の取り外しやノズルの向きの変更
も自由に行える。
【００１９】
　このほか、前記環状プラグとソケットは、樹脂や真鍮などの金属で形成されるため、ゴ
ム製のシールパッキンとの摩擦力に依存する従来の液体噴霧杆の噴管接続部に比べて噴管
の回転防止機能の経時劣化が起こり難く、安定した回り止めの機能が長期に亘って持続さ
れる。
【００２０】
　また、前記噴管とニップルとの間は、シールパッキンによってシールされる。このため
、前記環状プラグとソケットの嵌合面を液密シールの期待できない粗面で構成することも
許容される。
【００２１】
　その粗面の嵌合面を採用したものは、嵌合面の微細な凹凸が引っかかることで回り止め
の効果をより高めることができる。これに加え、粗面の嵌合面は液密シールを行う嵌合面
では不可欠な精密加工が要求されないことから、加工コストの抑制も図れる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】この発明の液体噴霧杆の一例の要部を示す平面図である。
【図２】図１の液体噴霧杆の要部の側面図である。
【図３】図１の液体噴霧杆の要部をノズルを外した状態にして示す断面図である。
【図４】図３の一点鎖線枠で囲った接続部の拡大断面図である。
【図５】図４の接続部の分解断面図である。
【図６】この発明の液体噴霧杆に採用した管継手の他の例を示す断面図である。
【図７】従来の液体噴霧杆の一例の要部を示す部分破断平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、この発明の液体噴霧杆の実施の形態を添付図面の図１～図６に基づいて説明する
。
【００２４】
　図１は、この発明を適用した液体噴霧杆の要部の平面図、図２はその液体噴霧杆の側面
図、図３はその液体噴霧杆の要部をノズルを外した状態にして示す断面図、図４は図３の
一点鎖線枠で囲った接続部の拡大断面図、図５は図４の接続部に設けた管継手の分解断面
図である。
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【００２５】
　図１及び図２に示すように、例示の液体噴霧杆１は、作業者が手で持って操作するもの
であって、杆本体２の最先端にノズル４を有する噴管３を備えている。そして、その最先
端の噴管３の後部に、前から数えて２番目の噴管３が管継手５を用いて接続され、さらに
、前から数えて２番目の噴管３が杆本体２の根元側の導管６に管継手５を用いて接続され
ている。
【００２６】
　前から数えて２番目の噴管３も長手途中の外周にノズル４を有する。
【００２７】
　図示の液体噴霧杆１は、導管６が手で掴むグリップや散布用液体の導管６に対する流入
、遮断を制御するコックなどを後部に備えるが、それ等の図は省略した。
【００２８】
　図示の液体噴霧杆１は、最先端の噴管３にノズル４が２個取り付けられ、前から数えて
２番目の噴管３にノズル４が１個取り付けられているが、各噴管に対するノズル４の設置
数は特に問わない。そのノズル４は、噴管３に１個、第２の噴管３に２個設けることもで
きる。
【００２９】
　管継手５は、図４、図５に詳しく示すように、ユニオンナット５ａ、ニップル５ｂ及び
シールパッキン５ｃを組み合わせ、さらに、ニップル５ｂの先端（前から数えて２番目の
噴管３側の端部）にテーパ孔を有するソケット５ｄを一体に形成し、前から数えて２番目
の噴管３の後部にソケット５ｄに対応させたテーパの環状プラグ５ｅを一体に形成したも
のが用いられている。
【００３０】
　ニップル５ｂは、導管６の先端に液密に取り付けられており、そのニップル５ｂに対し
てユニオンナット５ａを螺合させ、前から数えて２番目の噴管３の後部外周の鍔３ａに係
合させたそのユニオンナット５ａをニップル５ｂの先端外周に螺合させて締めつけること
で、導管６に対する前から数えて２番目の噴管３の接続が行われている。
【００３１】
　ユニオンナット５ａを締めつけると、環状プラグ５ｅがソケット５ｄに圧入され、その
環状プラグ５ｅとソケット５ｄの圧入嵌合部に大きな摩擦力が発生する。この摩擦力はユ
ニオンナット５ａの締め付けをきつくするほど大きくなる。これにより、導管６に対する
前から数えて２番目の噴管３の回転が安定して阻止される。
【００３２】
　また、ユニオンナット５ａの締めつけにより、そのユニオンナット５ａの端壁とニップ
ル５ｂとの間に挟み込まれたシールパッキン５ｃが圧縮されて管継手５による接続部のシ
ールが同時に行われる。
【００３３】
　図示の管継手５による接続部に関しては、シールパッキン５ｃに対する鍔３ａやニップ
ル５ｂの接触部にも前から数えて２番目の噴管３の回転に抵抗を加える摩擦力が発生する
が、ソケット５ｄと環状プラグ５ｅの圧入部によれば、シールパッキン５ｃとの間の摩擦
力による噴管の回り止めに比べて格段に優れた回り止めの効果が得られる。
【００３４】
　ソケット５ｄと環状プラグ５ｅのテーパ嵌合面は、液密シールのできない粗面であって
も構わない。
【００３５】
　また、鍔３ａは、径方向に入り込むスリット（図示せず）を外周に備える縮径可能な鍔
であってもよい。そのスリットがあるとユニオンナット５ａの孔に対する鍔３ａの組み込
み性がよくなる。
【００３６】
　最先端の噴管３と前から数えて２番目の噴管３との接続部に設けた管継手５も、ニップ
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ル５ｂの形状は図４、図５の管継手５と異なるが、前から数えて２番目の噴管３と導管６
の接続に用いた図４、図５の管継手５と同じ作用によって噴管３の回り止めの効果を高め
る。
【００３７】
　最先端の噴管３が左右の重量バランスに大きな差が無い図のようなものであると、その
最先端の噴管３の予期せぬ回転は前から数えて２番目の噴管に比べて起こり難い。従って
、最先端の噴管３の接続部には、従来と同様のテーパ嵌合部の無い管継手を用いることも
考えられる。
【００３８】
　この前から数えて２番目の噴管３の導管６に対する接続部の管継手５は、ニップル５ｂ
として異径ニップルを用いているが、導管６の太さ次第では、最先端の噴管３の接続部の
ニップルと同様のニップルを用いることが考えられる。
【００３９】
　噴管３を２個備える図示の液体噴霧杆１については、管継手５による前から数えて２番
目の噴管３の導管６に対する接続部についてのみ、この発明を特徴づけるテーパのソケッ
トとそのソケットに圧入される環状プラグを設置しても、噴管の回り止めに関してある程
度の効果を期待できる。
【００４０】
　なお、例示の液体噴霧杆は、噴管３を２個備えているが、この発明は、最先端の噴管３
を導管６に接続して前から数えて２番目の噴管３をなくしたものなどにも適用できる。
【００４１】
　いずれの液体噴霧杆も、この発明を特徴づける管継手の構成要素の材質は、軽量で腐食
し難い樹脂、真鍮、樹脂と真鍮の組み合わせが望ましい。
【００４２】
　既述の管継手５は、テーパのソケットをニップルに、そのソケットに対応させた環状プ
ラグを前記ニップルに接続する噴管にそれぞれ設けているが、図６に示すように、ソケッ
ト５ｄを噴管３に設け、環状プラグ５ｅをニップル５ｂに設ける構造でも例示の接続部と
同じ効果が得られる。
【実施例】
【００４３】
　真鍮製管継手を備える図４の構造の接続部を試作した。その試作接続部の管継手に設け
たソケット５ｄは、テーパ孔の入口部の直径Ｄ１（図５参照。以下も同様）：φ７．９ｍ
ｍ、テーパ孔の深さＬ１：４ｍｍ、ニップルの先端外周の雄ねじの規格Ｇ１／４　１９山
、雄ねじの長さＬ２：６ｍｍである。
【００４４】
　また、ソケット圧入する環状プラグ５ｅは、長さＬ３：３．５ｍｍ、先端の直径Ｄ２：
φ７．７ｍｍ、後端の直径Ｄ３：φ７．７ｍｍ、外周のテーパ面の軸心と平行な線に対す
る傾斜角θ：３．３°である。ソケットのテーパ孔の孔面の傾斜角も３．３°である。
【００４５】
　この接続部（ユニオンナットの推力でテーパの環状プラグをテーパのソケットに圧入し
た接続部）を３個試作し、各接続部について、前記ソケットを備えるニップルを万力で挟
みつけて固定し、この状態でニップルに接続された管（噴管に相当する管）にナットを固
定し、そのナットをトルクレンチで管との相対回転が許容されない方向に回転させてナッ
トを固定した管がニップルに対して回転した（滑りを生じた）ときのトルクを測定した。
【００４６】
　この性能評価試験に利用したトルクレンチは、京都機械工具株式会社製、ＧＥＫ０８５
－Ｗ３６である。
【００４７】
　なお、比較のため、同一寸法諸元のテーパ嵌合部の無い管継手を用いた従来品の接続部
についても同じ試験を行った。その試験での測定結果を表１に示す。
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【００４８】
【表１】

【００４９】
　表１のトルクは、回り始めの値である。
【００５０】
　なお、従来品の接続部の測定値は、前記トルクレンチでの測定限界の０．１Ｎ・ｍに達
せず、正確な値を求めることができなかった。
【００５１】
　この試験結果から、本願の液体噴霧杆に設けた接続部は噴管の回り止めの効果が極めて
高いことが判る。
【符号の説明】
【００５２】
１、１Ａ　液体噴霧杆
２　　　　杆本体
３　　　　噴管
３ａ　　　鍔
４　　　　ノズル
５、５Ａ　管継手
５ａ　　　ユニオンナット
５ｂ　　　ニップル
５ｃ　　　シールパッキン
５ｄ　　　テーパのソケット
５ｅ　　　テーパの環状プラグ
６　　　　導管
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